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船舶事故調査報告書 

 

                            平成２６年１１月１３日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２６年６月２８日 ０９時５３分ごろ 

発生場所 北海道稚内市宗谷
そ う や

岬北西方沖 

 宗谷岬灯台から真方位３１５°０.９海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯４５°３１.９′ 東経１４１°５５.３′） 

事故調査の経過  平成２６年７月２日、本事故の調査を担当する主管調査官（函館事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 第十一北伸
ほくしん

丸、４.９０トン 

   ＨＫ３－１１４４４９（漁船登録番号）、個人所有 

   １１.９９ｍ（Lr）×３.０１ｍ×０.８５ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、３３０kＷ（動力漁船登録票による）、平成４

年８月 

Ｂ 漁船 第１３オホーツク丸、４.８９トン 

   ＨＫ３－８８５１６（漁船登録番号）、個人所有 

   １１.２０ｍ（Lr）×２.３７ｍ×０.８１ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、漁船法馬力数７０、昭和５６年３月２１日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ４５歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免 許登録日 平成元年２月２３日 

    免許証交付日 平成２５年２月２５日 

           （平成３１年２月２２日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ７８歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免 許登録日 昭和５０年５月１６日 

    免許証交付日 平成２２年１月５日 

           （平成２７年２月２８日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 軽傷 １人（船長Ｂ） 

 損傷 Ａ 左舷船首外板等に破口、船首船底部外板に擦過傷、航海計器及び

機関等に濡損 

Ｂ 船首部ブルワーク、船首部外板及び船首部防舷材に破損、船首マ
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スト及び係船柱の倒壊 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａ及び甲板員Ａが乗り組み、なまこけた網漁のため、

稚内市宗谷港を出港し、同港西方の漁場に向けて航行した。 

 船長Ａは、操舵室内左舷窓側の椅子に腰を掛けて操船し、ヘッドア

ップ表示としたレーダーを１.５Ｍレンジで作動させ、外防波堤を通

過した所で、約１８.５ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）

とし、自動操舵により航行した。 

 船長Ａは、間もなく入港する僚船１隻とすれ違い、レーダーを見て

ほかに船舶の映像を認めなかったので、付近に他船はいないと思い、

レーダーから目を離し、宗谷岬の近くにある自宅の見え具合に意識を

向け、左舷方の浅所を避けながら小角度の左転を繰り返して北西進し

た。 

 船長Ａは、宗谷岬沖を通過し、船首を西方に向け、同じ速力で西進

中、平成２６年６月２８日０９時５３分ごろＡ船の船首とＢ船の左舷

船首部とが衝突した。 

 Ａ船は、Ｂ船の船首部に乗り揚げ、Ｂ船に下から押される体勢とな

って左舷側に傾斜して、転覆した。 

 船尾甲板にいた甲板員Ａは、海に投げ出され、船長Ａは、救命胴衣

の背部が何かに引っ掛かりしばらく動きが取れなかったが、手探りす

るうちに偶然外れて操舵室から海面上に脱出した。 

 Ｂ船は、船長Ｂ及び甲板員Ｂが乗り組み、なまこの水揚げのため宗

谷港に向けて航行した。 

 船長Ｂは、操舵室後方の右舷側に立って遠隔操舵装置のリモコンを

右手で操作しながら手動操舵に当たり、ヘッドアップ表示としたレー

ダーを３Ｍレンジで作動させ、約１１.０kn の速力で東進した。 

 船長Ｂは、操舵室の壁や煙突等により船首方の水平角度約１０°の

範囲が死角（視界が制限される状態）となるため、時折、立ち位置を

左舷側に変えるなど死角を補う見張りを行っていたが、本事故時、い

つも見掛ける遊漁船やたこ漁の漁船等を周囲に認めなかったことか

ら、接近する船はいないものと思い、死角を補う見張りを適切に行っ

ていなかったので、Ａ船に気付かず、同じ針路及び速力で東進中、甲

板員Ｂの「船が来た」との叫び声を聞いて身構えたのと同時に、Ａ船

と衝突した。 

 船長Ａ及び甲板員Ａは、海に浮いていたところをＡ船に引き続いて

出港して来た僚船に救助され、船長Ｂ及び甲板員Ｂも同じ僚船に移乗

して宗谷港に戻り、船長Ａ、甲板員Ａ及び甲板員Ｂに怪我
け が

はなかった

が、船長Ｂが胸部打撲を負った。 

 Ａ船及びＢ船は、それぞれ別の僚船にえい
．．

航され、宗谷港に戻り、

岸壁に陸揚げされた。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 東南東、風力 ３、視界 良好 
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 海象：波高 約０.５ｍ以下、潮流 東流約１.５kn 

 その他の事項 

 

 Ａ船及びＢ船は、漁獲したなまこの鮮度を保つため、午前中に１回

入港して水揚げを行っており、Ａ船は水揚げを終えて漁場に戻る途

中、Ｂ船は水揚げのため漁場から宗谷港に向けて帰港中であった。 

 Ａ船は、航行中、停船しているときに比べて船首が約０.５ｍ浮き

上がって、船首方に水平角度約２０°の範囲に死角があった。 

 Ａ船は、本事故時、船尾甲板に約１５０ℓずつ海水を張った水槽３

個を固定せずに積んでいた。 

 船長Ａは、平成４年からＡ船に船長として乗っており、視力及び聴

力に問題はなく健康状態も良好であった。 

 本事故時のＡ船の喫水は、船首約０.７ｍ、船尾約１.７ｍ～１.８

ｍで、現場調査時の船首部の水面上高さは、たこ漁に備えて船首マス

トが取り外された状態で約２.０５ｍであった。 

 Ｂ船は、操舵室のすぐ前方に煙突が設けられていて、船首方に死角

があった。 

 船長Ｂは、昭和５６年からＢ船に船長として乗っており、視力及び

聴力に問題はなく健康状態も良好であった。 

 甲板員Ｂは、本事故時、なまこの選別作業を終えており、船首甲板

から操舵室後方の左舷側に移動していた。 

 Ｂ船の左舷船首部には、Ａ船の船底塗料と同色の塗料が付着してい

た。 

 本事故時のＢ船の喫水は、船首約０.７ｍ、船尾約１.５ｍで、現場

調査時の船首部の水面上高さは、船首マストを取り外した状態で約

１.７５ｍであった。 

 船長Ｂは、胸の痛みを感じたことから病院で診察を受けたが、軽度

の打撲との診断で特に処置を受けてはいなかった。 

 船長Ａ、甲板員Ａ、船長Ｂ及び甲板員Ｂは、全員が救命胴衣を着用

しており、また、宗谷漁業協同組合では罰則規定を設けて救命胴衣の

着用を義務化していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、本事故時、船首の浮き上がりにより船首方の水平角度約２

０°の範囲に死角を生じていたものと考えられる。 

 Ａ船は、宗谷岬北西方沖において、船首を西方に向けた際、Ｂ船

が、船首の少し右舷側を東進し、Ａ船の航行方向に向かって接近して

来る状況であったが、船長Ａが、付近に他船はいないものと思い、レ

ーダーを活用するなど船首方の死角を補う見張りを適切に行っていな

かったことから、Ｂ船に気付かず、Ｂ船と衝突したものと考えられ
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る。 

 Ｂ船は、宗谷岬北西方沖を東進中、船長Ｂが、接近して来る船はい

ないものと思い、左舷側に立ち位置を変えるなど死角を補う見張りを

適切に行っていなかったことから、Ａ船に気付かず、Ａ船と衝突した

ものと考えられる。 

 Ａ船及びＢ船の損傷状況等から、両船は約１０～１５°の角度で衝

突した可能性があると考えられる。 

原因  本事故は、宗谷岬北西方沖において、Ａ船が西進中、Ｂ船が東進

中、船長Ａが、付近に他船はいないものと思い、レーダーを活用する

など船首方の死角を補う見張りを適切に行っておらず、また、船長Ｂ

が、接近して来る船はいないものと思い、左舷側に立ち位置を変える

など死角を補う見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突し

たことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船首方等に死角がある場合は、レーダーを活用するなど死角を補

う見張りを適切に行うこと。 

 ・接近する他船を見落とすことがないよう、甲板員にも見張りの補

助に当たらせるなど常時適切な見張りを行うこと。 

 


